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地域支えあい推進部地域包括ケア推進課

健 康 福 祉 部 福 祉 推 進 課

「『健康福祉都市なかの』を実現する基本計画」等の改定について

区では、健康福祉領域の各計画の策定について、下記のとおり改定作業を進めている。

記

１ 各計画の策定目的

区が区民とともにめざす「健康福祉都市なかの」の実現に向けた取り組みを総合的に進

めていくため、健康福祉の領域全体にわたる今後の取り組み内容を区民に示すことを目的

としている。

２ 現計画の構成について

「中野区健康福祉総合推進計画 2018」は、社会福祉法に基づく「地域福祉計画」、健

康増進法に基づく「健康増進計画」、老人福祉法に基づく「老人福祉計画」、障害者基本

法に基づく「障害者計画」の４つの計画を総合した内容となっている。

「中野区介護保険事業計画」「中野区障害福祉計画」「中野区障害児福祉計画」と併せ、

合冊で発行している。

「中野区地域包括ケアシステム推進プラン」は、上記の各行政計画等をうけ、区、区

民及び地域の関係団体等による「区と区民のアクションプラン」として策定されたもの

である。

３ 次期計画の策定について

法定により策定時期が定められている介護、障害の計画は令和３年３月に、その他の

法定計画については、上位計画にあたる区基本計画策定時期に合わせ、令和３年８月に

策定する予定である（計画名称はすべて仮称）。

（１）令和３年３月策定予定

「中野区高齢者保健福祉計画・第８期中野区介護保険事業計画」

「中野区障害者計画・第６期中野区障害福祉計画・第２期中野区障害児福祉計画」

（２）令和３年８月策定予定

「中野区地域福祉計画」

「中野区スポーツ・健康づくり推進計画」

「中野区成年後見制度利用促進計画」

（３）令和４年３月策定予定

「中野区地域包括ケア総合計画」（地域包括ケアシステム推進プランを発展・充実）



４ 策定スケジュール等

各行政計画については、令和２年４月に第９期中野区健康福祉審議会へ諮問を行い、書

面及び対面にて審議を進めている。審議内容について答申にまとめ、令和２年１０月に中

間答申、令和３年２月に最終答申を受ける予定である。

なお、今後のスケジュールは以下の予定である。

（参考）中野区健康福祉審議会への諮問事項

（１）中野区健康福祉総合推進計画の改定にあたり、すべての世代がその能力に応じて支

え合う中野区をめざして、同計画に盛り込むべき基本的な考え方、とりわけ、以下の

点に係る意見

① 健康寿命の延伸及びあらゆる高齢者を地域で支えるための総合的な方策について

② 住み慣れた地域で子どもから高齢者まで誰もが生き生きと暮らすために、区、関係

機関、事業者、地域団体等の協働により、多様なサービスが確保されるための総合的

な方策について

③ 障害のある人の社会参加を支えるための総合的な方策について

計画名称

（仮称）

高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画・障

害者計画・障害福祉計

画・障害児福祉計画

地域福祉計画、スポー

ツ・健康づくり推進計

画、成年後見制度利用

促進計画

地域包括

ケア総合計画

令和 2年 10 月末 素案決定

11 月上旬 素案議会報告

11 月中旬～ 素案 関係団体説明

会、区民意見交換会

令和 3年 1月中旬 案決定 素案決定

1月下旬 案議会報告 素案議会報告

2月 パブリックコメント

手続の実施

素案関係団体説明

会、区民意見交換会

3月 計画策定、議会報告 検討状況議会報告

5月 案決定

6月 案議会報告、パブリ

ックコメント手続の

実施

8月 計画策定、議会報告

11 月 案決定、議会報告

令和 4年 3月 計画策定、議会報告



（２）第８期中野区介護保険事業計画の策定にあたり、同計画に盛り込むべき基本的な考え

方について

（３）第６期中野区障害福祉計画・第２期中野区障害児福祉計画の策定にあたり、同計画に

盛り込むべき基本的な考え方について


